
公  告 

  

 関税法第２４条第１項の規定に基づく貨物の積卸場所について、令和６年 

５月１４日をもって下記のとおり変更するので、同法施行令第２２条第１項の

規定に基づき公告する。 

 

記 

【変更前】 

２ 貨物の積卸場所（船用品及び携帯品を除く。） 

  場 所 の 名 称            所 在 地            備 考         

セメント西沖の山桟橋Ｎ

ｏ．１、同桟橋Ｎｏ．２及

び同桟橋西側 

 

 

 

西部石油株式会社山口製油

所２号桟橋 

 

 

 

西部石油株式会社山口製油

所８号桟橋 

 

西部石油株式会社山口製油

所シーバース 

 

宇部市大字西沖の山字西沖

１３の３ 

 

 

 

 

山陽小野田市西沖５ 

 

 

 

 

〃 

 

 

山陽小野田市西沖 

 

ＵＢＥ三菱セメント株式会

社保税蔵置場及び太陽石油

株式会社山口事業所保税蔵

置場に搬出入する貨物に限

る。 

 

西部石油株式会社山口製油

所保税蔵置場及び同保税工

場に搬出入する貨物に限

る。 

 

〃 

 

 

〃 

 

 

【変更後】 

２ 貨物の積卸場所（船用品及び携帯品を除く。） 

  場 所 の 名 称            所 在 地            備 考         

セメント西沖の山桟橋Ｎ

ｏ．１、同桟橋Ｎｏ．２及

び同桟橋西側 

 

西部石油株式会社山口製油

所２号桟橋 

 

 

西部石油株式会社山口製油

所８号桟橋 

 

宇部市大字西沖の山字西沖

１３の３ 

 

 

山陽小野田市西沖５ 

 

 

 

〃 

 

 

ＵＢＥ三菱セメント株式会

社保税蔵置場に搬出入する

貨物に限る。 

 

西部石油株式会社山口製油

所保税蔵置場に搬出入する

貨物に限る。 

 

〃 

 

 



西部石油株式会社山口製油

所シーバース 

山陽小野田市西沖 

 

〃 

 

 

 
 

 

令和６年５月１３日 

 

下関税関支署長  林田 尚也 


